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土地利用基本計画について 

 

 

１．土地利用基本計画とは 

土地利用については、従来から都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林

法、自然公園法、自然環境保全法等のいわゆる個別規制法に基づき、それぞれの立法趣

旨を踏まえて個別法独自の必要性に基づく計画の策定や運用がなされてきた。 

しかしながら、各計画相互間の調整が十分とられていないことなど、国土の利用計画

が全体として総合性を欠くおそれがあったことから、国土利用計画法（昭和４９年法律

第９２号）が策定され、国土利用計画（全国計画及び都道府県計画）を基本として、総

合的な観点から土地利用基本計画を策定することとなった（法第９条第１項、同第９項）。 

 

土地利用基本計画は、５万分の１の地形図に五地域（都市、農業、森林、自然公園及

び自然保全）の範囲を表示したもの（計画図）、及び土地利用の調整等に関する事項を

文章により示したもの（計画書）により構成される（法第９条第２項、同第３項）。 

この五地域は別の法律（個別規制法）を前提とするものであり、土地利用基本計画と

これらの個別規制法との関係が、この制度の骨格を成している。 

 

 

２．策定及び変更の手続き 

 土地利用基本計画の策定や変更を行う際は、県は、あらかじめ、県国土利用計画審議

会並びに国土交通大臣及び関係市町村長の意見を聴くこととされている。（法第９条第

１０項）。 
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都市計画法

市街化区域、市街化

調整区域、その他都

市計画区域における

用途地域

農業振興地域の

整備に関する法

律

農用地区域

森林法

国有林

地域森林計画対象民

有林

保安林

自然公園法

特別地域

特別保護地区

自然環境保全法

原生自然環境保全地

域

特別地区

（注）本県には原生自然環境保全地域の指定又はその予定がないので、計画図には掲げていない。

１

２

３

一体の都市として総合的に開発し、整備

し、及び保全する必要がある地域であり、

都市計画法第5条により都市計画区域とし

て指定されることが相当な地域である。

農用地として利用すべき土地があり、総合

的に農業の振興を図る必要がある地域であ

り、農業振興地域の整備に関する法律第6

条により農業振興地域として指定されるこ

とが相当な地域である。

別に法律で定める

個別規制法

土地利用の基本方向

土地利用上配慮されるべ

き公的機関の開発保全整

備計画

五地域区分の重複する地

域における土地利用に関

する調整指導方針

県土利用の基本方向及び五地域の設定の主旨や関係制度の運用

基準からみた土地利用の基本的事項等

五地域区分及び個別規制法の地域・地区等の複合又は競合の関

係、当該地域の自然的、社会的諸条件を考慮した土地利用の優

先順位、土地利用の誘導の方向、特に土地利用の調整が必要と

認められる地域の土地利用調整上留意すべき基本的事項等

土地利用上配慮されるべき相当規模にわたる面的広がりを持つ

公的機関を主体とする開発保全整備計画の位置、事業目的、規

模等

土地利用基本計画図に表示される地域及び地区土地利用基本計画図に表示される地域及び地区土地利用基本計画図に表示される地域及び地区土地利用基本計画図に表示される地域及び地区

自然公園

地域

自然保全

地域

土地利用の調整等に関する事項

土地利用基本計画書土地利用基本計画書土地利用基本計画書土地利用基本計画書

内容

地域名

都市地域

農業地域

森林地域

森林の土地として利用すべき土地があり、

林業の振興又は森林の有する諸機能の維持

増進を図る必要がある地域であり、森林法

第2条第3項に規定する国有林の区域又は同

法第5条第1項の地域森林計画の対象となる

民有林の区域として定められることが相当

な地域である。

優れた自然の風景地で、その保護及び利用

の増進を図る必要がある地域であり、自然

公園法第2条第1号の自然公園として指定さ

れることが相当な地域である。

良好な自然環境を形成している地域で、そ

の自然環境の保全を図る必要がある地域で

あり、自然環境保全法第14条の原生自然環

境保全地域、同法第22条の自然環境保全地

域又は同法第45条第１項に基づく都道府県

条例による都道府県自然環境保全地域とし

て指定されることが相当な地域である。

五地域

個別規制法の

細区分の地域・地区等

地域の主旨
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五　地　域　区　分

五

　

地

　

域

　

区

　

分

市

街

化

区

域

・

用

途

地

域

市

街

化

調

整

区

域

そ

の

他

農

用

地

区

域

そ

の

他

保

安

林

そ

の

他

特

別

地

域

普

通

地

域

原

生

自

然

環

境

保

全

地

域

特

別

地

区

普

通

地

区

市街化区域・用途地域 × × × ② × ⑥ × × ×

市 街 化 調 整 区 域 ↑ ① ↑ ③ ↑ ⑦ × ↑ ↑

そ の 他 ↑ ① ↑ ③ ↑ ⑦ × ↑ ↑

農 用 地 区 域 × ← ← × ④ ↑ ⑦ × ↑ ↑

そ の 他 × ① ① ↑ ⑤ ↑ ⑦ × ↑ ↑

保 安 林 × ← ← × ← ⑦ ⑦ × ↑ ↑

そ の 他 ② ③ ③ ④ ⑤ ⑦ ⑦ ↑ ↑ ↑

特 別 地 域 × ← ← ← ← ⑦ ⑦ × × ×

五地域区分の重複する地域の調整指導方針

自　然

公　園

地　域

自然保全地域都市地域

農　業

地　域

森　林

地　域

都市地域

農業地域

森林地域

自然公園

細 区 分

細

区

分

普 通 地 域 ⑥ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ × × ×

原生自然環境保全地域 × × × × × × ← × ×

特 別 地 区 × ← ← ← ← ← ← × ×

普 通 地 区 × ← ← ← ← ← ← × ×

〔凡例〕

　　　を図る。

　④：原則として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りながら

　　　森林としての利用を認める。

　

　

　

　⑤：森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図りながら、農業上の

　　　利用を認める。

　⑥：自然公園としての機能を維持しつつ、これとの調整を図りながら、都市的利用を図っていく。

　⑦：自然公園としての機能を重視しつつ、両地域の調整を図る。

　③：原則として、森林としての利用を優先するものとし、森林としての利用と都市的な利用との調整

自然保全

地　　域

自然公園

地　　域

　×：制度上又は実態上、一部の例外を除いて重複のないもの。

　→：相互に重複している場合は、矢印方向の土地利用を優先する。

　①：土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的な利用を認める。

　②：原則として、都市的な利用を優先するが、公益的機能を有する森林としての保全に努める。
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Ⅴ 土地利用規制法令に係る許可・届出等の手続及び規制区域等の指定（変更）手続等

国土利用計画及び土地利用基本計画の体系

第１次 第２次 第３次 第４次

昭和51年5月策定 昭和60年12月策定 平成8年2月策定 平成20年7月策定

昭和60年目標 昭和70(H7)年目標 平成17年目標 平成29年目標

即地的に国土利用計画の方向付け

個別規制法の上位計画として行政内

部の総合調整機能を持つ

土地取引・開発規制の基準の機能も

有している

遊休土地に関する措置

昭和52年12月策定

昭和60年目標

昭和61年7月策定

昭和70年(H7)目標

平成 8年3月策定

平成17年目標

平成21年3月策定

平成29年目標

市 町 村 都 市 地 域 ････ ････ 都市計画区域

長期構想 (都市計画法)

整合をとる

農 業 地 域 ････ ････ 農業振興地域

(農業振興地域の整備に関

する法律)

森 林 地 域 ････ ････ 国有林・地域森林計画対象

民有林(森林法)

自然公園地域 ････ ・ ････ 国立・国定・県立自然公園

(自然公園法)

自然保全地域 ････ ････ 自然環境保全地域

(自然環境保全法)

国 土 利 用 計 画

国土利用に関する行政上

の指針となる長期構想

全 国 計 画

整合をとる

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク

土地利用基本計画

基本と

する

県 計 画

基 本 計 画 図 基 本 計 画 書

基本と

する

国土形成計画

市 町 村 計 画

基
本

と
す

る
基

本
と

す
る

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク

五
地

域
区

分

調 整 の 役 割

開発規制の基準

個 別 規 正 法

土
地

利
用

計
画

の
上

位
・

先
行

性
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土地利用基本計画の変更手続 

                                                    

   都 道 府 県                                   国 の 機 関 

                                                    

   市町村                   土地利用基本計画         国土交通省・関係省庁      地方支分部局 

   県庁内関係部局          担当部局(総合政策課) 

 

   

                      問題提起 

  個別規制法                          基本計画 

  担当部局                           担当部局 

                      変更要請 

 

                                           

                                   

                                     変 更 素 案 

                                                                                 

                                                             国土交通省ヒアリング   

                                                                                 

  土地利用に関する調整会議                        

                                                                                       九州農政局   

                                                                                        九州森林管理局   

                                                                                        九州地方整備局   

                                       変 更 原 案                                     九州防衛局 

                                                                                        九州運輸局   

                                                                            九州経済産業局   

                                                                                     福岡財務支局   

                                      こ                                 大阪航空局   

   市町村長意見聴取                  の                                                   

                                      間                                             

                                                   事前調整依頼（任意）                                

                                                                       国土交通省               

                                  こ             企画・地域振興部長                    報       問 

                                                                                          告       合 

  国土利用計画審議会              の                                     事前調整               せ 

                                                                     

                                  間              総合計画課長                                

                                                                          関係省庁                

                                                    終了連絡 

                                           

                                                       

                                       変 更 案   

                                                       

                                            

                                                     意見聴取        国土交通省 

                                                          知 事 

                                                                        意見 

                                                                      聴取     回答     

                                                                               

                                                      国土交通大臣 

                                                           回 答         関係省庁 

 

 

                                       決 定 ・ 公 表 

 

5



都市計画部局 他の部局 国土交通省 他の省庁

委託

回答

提示

要望

要望 下協議

調整 回答

調整 協議 協議

回答 回答

原案の縦覧

意見の公述

　照会

協議

市街化区域及び市街化調整区域の都市計画決定の手続

市　　町 県 国

調 査

市

町

原

案

市町民

市町民

基礎調査

基本的事項

県

原

案

公 聴 会

市

県

関係課

関係部局

九州地方

整備局

関係省庁

調整

回答 　回答

調整 事前協議

回答

意見書の提出

　　（要旨）

回答

協議協議

回答

市町都市

計画審議会

関係権利者

市町都市

計画審議会

市

町

案

県

案

市町の

意見

聴取

公告及び

案の縦覧

都市計画

審議会

都市計画決定

告示及び縦覧

関係部局

九州地方

整備局

関係省庁

九州地方

整備局

関係大臣
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意見聴取

協議

関係市町村

関係団体

意見聴取

国土利用計画

審議会

事前調整
事前調整

（国土法第９条）

関係省庁

農水省

（農振法第６条第５項）

農林業団体

都市計画審議会

市長会

町村会

商工会議所連合会　等

都道府県知事

農林水産大臣に報告

（農振法第６条第６号）

（農業振興地域の変更）

公告

必要に応じ

意見聴取

（農振法第６条第４項）

国土利用計画法

（土地利用基本計画の農業地域の変更）

農業振興地域の変更手続

農業振興地域の整備に関する法律

（農業振興地域の変更）

都道府県知事

（国土法第９条）

（国土法第９条）
（国土法第９条）

市町村長

国土交通省

（国土法第９条）

土地利用基本計画

要旨の公表

国土交通大臣

関係行政機関の長

（農林水産大臣を含む）

（農業地域の変更）

事前調整（任意）

意見聴取

（国土交通省）

回　　　答 意見聴取
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第３条

縦覧期間

概ね 縦覧期間 　公告・縦覧

３０日 概ね

３０日

　　第２項)

１５日 １５日

６０日 　　 協議

　  第３条の２

（案の作成）

　　 　　（案の作成）

≪異議申出がなかった場合≫

異議の申出

（農振法第１１条第３項）

（農振法

  第１１条

  第１項）

 意見書の提出

(農振法第１１条

公告・縦覧

（農振法第１１条第１項）

　　　　　　農振法施行令

農用地区域（市町村農業振興地域整備計画）の変更手続

　農振法施行規則

     意見聴取

　　　　 　 意見聴取

　（農 用 地 利 用 計 画）

市町村

農業協同組合

土地改良区

森 林 組 合

農業

委員会

森林

管理局

住 民

（注）

国有林野を含めて農用地区域を定めようと

する場合。なお、国有林野以外であっても、

国有地を含めて農用地区域を定めようとす

るときは、その国有地を所管する各省庁の

長の承認を受けなければならない。

（農振法第１１条第１０項）

６０日 　　 協議

　　 同意

６０日

３０日

決　定

（農振法第１１条第４項）

    （農用地区域の変更）

（農振法第１１条第５項）

審査の申立

〔農用地区域の変更〕

（農振法第８条第４項）

（農振法第８条第４項）

裁　　　決

同　　　意

協　　　議

（農振法第１１条第６項）

県知事 県知事

公告・縦覧

（農振法第１２条第１項）

農林水産大臣に写しを送付

（農振法第１２条第１項）

公告・縦覧

（農振法第１２条第１項）

農林水産大臣に写しを送付

（農振法第１２条第１項）
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○　転用許可等の手続

⑥許可書
　 交付

※１

⑤許可書
　 送付

※２
　　　　協議 　回答

　（ 知 事 等 許 可 ） （農業委員会への届出）

農地法の農地転用許可等手続

　　　　許可を受けようとする者は、その農地の所在地を管轄する農業委員会に、許可申請書を提出する。

市 街 化 区 域 外 市街化区域内

　　　①申請書
　　　　 提出

　　　②意見聴取

　　　　 送付

②受理
　 通知

　③意見書送付

　　　④意見を
　　　　 付して

①届出書
提出

申 請 者

農業委員会

申 請 者

農業委員会

知 事
（指定市町村の長）

県農業会議
（農業委員会ネッ

トワーク機構）

農林水産大臣
※２ 4ha超の農地の転用の場合（地域整備

法等の定めるところに従って転用する場合

を除く）は、当分の間、農林水産大臣に協議

※１ 意見聴取は、30a超の農地の転用の場

合及び30a以下の農地の転用であって以下

の場合に実施。

ア 10a超の農用地区域内農地又は甲種、

第１種農地を転用する場合（ただし、あらかじ

め農振除外をして転用申請が行われた案件

は対象外。）

イ 営農型太陽光発電設備の設置のため転

用する場合
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　　地域森林計画策定 土地利用基本計画森林地域の変更

　　　　　（森林法） 　　　　　　（国土利用計画法）

森林機能別調査

林分踏査

面積測定

国土交通省

（任意）

　　終了連絡

関係省庁

国土交通省

関係市町村長（意見聴取）

森林管理局長（意見聴取） 　　　回　答

関係部局（連絡調整） 関係省庁

県森林審議会（諮問）

農林水産大臣（協議）

市町村長（通知）

農林水産大臣（報告）

＊意見の要旨及び当該

　 意見の処理結果の公表

地　域　森　林　計　画　策　定　手　続

事前調整

意見聴取

　　事前調整

　　意見聴取

空中写真撮影

森林現況調査

計画図・森林簿・資源表作成

地域森林計画案作成

公告・縦覧（３０日）

意見の申立

計画樹立

公表

土地利用基本計画の変更案作成

国土利用計画審議会へ諮問

土地利用基本計画の変更決定・公表
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※

（諮問）

（意見）

知　　　　事

森林法の林地開発許可制度の手続

県 森 林 審 議 会

審　　　　査

現　地　調　査

市町村長意見

開発をしようとする者

事　前　協　議

申　請　書　提　出

※　農林事務所長経由

災害の防止（10条

の２第２項第１号）

水害の防止（10条の

２第２項第１号の２）

水の確保（10条の

２第２項第２号）

環境の保全（10条

の２第２項第３号）

当該開発行為により、

周辺の地域において

土砂の流出又は崩

壊その他の災害を

発生させるおそれが

あるかどうか。

当該開発行為によ

り、下流地域におい

て水害を発生させ

るおそれがあるか

どうか。

当該開発行為によ

り、水の確保に著

しい支障を及ぼす

おそれがあるかど

うか。

当該開発行為によ

り、周辺の地域に

おいて環境を著し

く悪化させるおそ

れがあるかどうか。

森 林 の 保 続 培 養 及 び 森 林 生 産 力 の 増 進 に 留 意 （１０条の２第３項）

おそれがある場合

おそれがない場合

施 行 状 況 調 査

完 了 確 認 調 査

監督処分（１０条の３）

　開発行為の中止命令、復旧命令対象

　１　無許可開発をした者

　２　許可の条件に違反して開発をした者

　３　不正な手段によって許可を受けて

　　　開発行為をした者

完　　了　　届

施行状況等報告

開発行為施行

　　　許可には条件を附することができる

　　　（１０条の２第４項、第５項）

森 林 の 保 続 培 養 及 び 森 林 生 産 力 の 増 進 に 留 意 （１０条の２第３項）

不 許 可

許 可

（着工届）
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